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慢性腎臓病（CKD）患者は
年々増加し、成人の8人に1人
がCKDと言われています。

医薬品使用にあたり腎排泄型及び腎毒性の
ある薬剤の適正使用が、喫緊の課題とされ、

薬剤師の積極的な介入が求めら
れています。
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・CKD患者や高齢者では、複数の医療機関から薬剤を処方されることが多い。 従って、

処方医が全てを確認するには限界があり、「かかりつけ薬局」は最後の
砦として、医療安全上、重要な役割を担っている。

・CKD患者に腎排泄型や腎毒性のある薬剤を投与されている場合、薬

剤師は処方内容をより慎重にチェックすることが求められており、安全性に関する
疑義照会を行うことに関しては医師からの要望も多い。

・実際に腎機能低下による過量投与に関する疑義照会の経験は、病院薬

剤師が72％に対して、薬局薬剤師は28％と保険薬局で圧倒的に少ないことが報

告されていた。

滋賀県全域で5年にわたり展開されたCKDシールのアウトカム評価
（抜粋）

緒言

医療薬学43(11) 601―609 (2017)



・CKDシールが認知・普及されていても、実臨床で活用されているか、有用性があるかについ
ては十分に評価されていなかった。

・CKDシールが患者の腎機能低下を知らせる手がかりとして活用されつつあることが
示された。

・本研究では、滋賀県でCKDシールが実際に疑義照会のツールとして活用されている
ことを初めて示した。
・CKDシールはお薬手帳にシールを貼付するだけといった簡便なシステムであるため、活用地域を

拡大させることが比較的容易であり、低コストで高リターンが得られる情報共有ツール
として利便性が高いと考えられる。

・お薬手帳をツールとするうえで問題となるのが、患者がお薬手帳を持参していないこと

がしばしば見受けられることである。従って、CKD シールを貼付する際に、お薬手帳・CKD 
シールの意義・有用性を理解してもらうよう患者に説明していくことが重要となる。

・今後さらに医師・薬剤師が連携して、CKDシールの運用を拡大することにより、超高齢社

会を迎え増加するCKD患者における安全で効果的な薬物療法の遂行に繋がること
が期待される。

考察 滋賀県全域で5年にわたり展開されたCKDシールのアウトカム評価（抜粋） 医療薬学43(11) 601―609 (2017)
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チェックCKDシールの運用について

チェックCKDシール（チェックCKDシールは以下「シール」と称する）
を情報共有ツールとして活用し、腎機能低下時の医薬品適正使用に
貢献する。

① 過量投与の回避、副作用の軽減、禁忌薬の回避、腎毒性薬の
回避

② 医療機関と薬局、薬局間の腎機能情報の共有と連携の強化

③ 医師および薬剤師の腎機能低下時の医薬品適正使用に対する
意識の向上

１．目 的

２．期待できる効果

Kyoto  Pharmaceutical  Association



Kyoto  Pharmaceutical  Association

１）医師が「シール貼付基準※」に従いお薬手帳表紙等にシールを貼付。

但し、お薬手帳等の更新時等、シールの貼り替えは薬剤師も可。

eGFR≦50mL/min/1.73㎡が3ヶ月以上持続
3か月以上空けて2回以上の検査値を確認

２）薬剤師は患者持参のお薬手帳表紙等に貼付されたシールを確認する。

３）薬剤師は腎機能を把握し、薬剤選択や用法用量・投与間隔等の
検討（鑑査）を行い、必要に応じて疑義照会を行う。

① 検査値記載シールを活用する。
そのことで処方薬の用法・用量等が評価しやすくなる。
検査値記載シールはお薬手帳内の薬剤情報欄に時系列に貼付する。
尚、記載シール毎回貼付する必要はなく、必要に応じて適宜貼付・記載する。

② 検査値載シールは、医師、薬剤師の双方が貼付、記載可とする。

※シール貼付基準

３．運用方法



薬歴表紙（サマリー）にシール貼付対象者であることが確認できるように記載し
ておくこと。
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① チェックCKDシール短編動画（医師編、薬剤師編）を視聴すること

② 令和4年7月24日（日）に開催した「腎機能低下時における医薬品適正
使用に関する研修会」を視聴していることが望ましい

（申込制・オンデマンド配信）。

③ 腎機能に係る用法・用量、禁忌薬の評価の参考は、添付文書及び下記
資料を参考

＊ 日本腎臓病薬物療法学会HP：「腎機能低下に最も注意が必要な薬剤
投与量一覧」

＊ 書籍：腎機能別薬剤投与量 POCKET BOOK（じほう） など

４．薬 歴（薬局）

５．シール運用開始にあたって



Kyoto  Pharmaceutical  Association

シールは慢性腎臓病（CKD）であることを示すためではなく、
医薬品の適正使用に用いるためであること。

「腎臓の働きに応じて薬の種類や量などの考え、薬の悪い
影響が出ないよう患者さんの身体を守るためのシール」など。

京都府薬剤師HPの「チェックCKDシール等申請書」
に必要事項を入力する。

６．シールについて患者への説明

７．シールおよび検査値記載シール等の請求先
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